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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

二
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
医
療
保
険
制
度
の
財
政
基
盤
の
安
定
化
、
医
療
保
険
の
保

険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
に
関
す
る
公
平
の
確
保
、
医
療
保
険
の
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
療
養
の
範
囲
の
適
正
化
等
の
措
置

を
講
ず
る
ほ
か
、
患
者
の
申
出
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
高
度
の
医
療
技
術
を
用
い
た
療
養
を
保
険
外
併
用
療
養
費

の
支
給
の
対
象
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

、

（

。
）

、

。

一

都
道
府
県
は

当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村

特
別
区
を
含
む

と
と
も
に

国
民
健
康
保
険
を
行
う
も
の
と
す
る

二

都
道
府
県
は
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
財
政
安
定
化
基
金
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

三

国
は
、
国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
し
、
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
等
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
財

政
力
を
勘
案
し
て
百
分
の
十
三
か
ら
百
分
の
三
十
二
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
等

を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二

健
康
保
険
法
の
一
部
改
正

一

被
保
険
者
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
険
医
療
機
関
等
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
か
ら
、

患
者
申
出
療
養
等
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
保
険
外
併
用
療
養
費
を
支
給
す
る
。

二

国
庫
は
、
当
分
の
間
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
被
保
険

者
に
係
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
等
に
千
分
の
百
六
十
四
を
乗
じ
て
得
た
額
等
を
補
助
す
る
。

第
三

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

都
道
府
県
は
、
六
年
ご
と
に
、
六
年
を
一
期
と
し
て
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二

被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
そ
の
額
の
全
て
を
被
用
者
保
険
等
保
険

者
の
標
準
報
酬
総
額
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
の
二
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一

の
三
、
第
二
の
一
及
び
第
三
の
一
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
三
の
二
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
第
二
の
二
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
旨
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


